
令和 3 年 3 月

令和 3 年度 令和 12 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

公共：15,642人/483ha＝32.3人/ha
特環： 1,780人/ 99ha＝17.9人/ha
農排： 3,509人/197ha＝17.8人/ha

7処理場

無処 理 区 域 内 人 口 密 度

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分 公営企業法　一部適用

宇佐市下水道事業経営戦略

公共：平成 3年度（30年）
特環：平成12年度（21年）
農排：平成10年度（23年）

宇佐市

宇佐市下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

処 理 区 数
７処理区    公共（四日市・駅川）
                特環（安心院）
                農排（下城井、山城、深見、矢部、御沓）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

最適化
下城井：公共下水道との統合（R4予定）

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

農排（深見）

農排（御沓）

農排（矢部）

特環

公共

農排（下城井）

農排（山城）



② 使　用　料

平成29年度 公共 2,870 円 平成29年度 公共 3,295 円

特環 2,480 円 特環 2,771 円

農排 3,020 円 農排 2,589 円
平成30年度 公共 2,870 円 平成30年度 公共 3,287 円

特環 2,480 円 特環 2,715 円

農排 3,020 円 農排 2,697 円
令和元年度 公共 2,930 円 令和元年度 公共 3,048 円

特環 2,530 円 特環 2,396 円

農排 3,080 円 農排 2,707 円

③ 組　織

＜組織体制＞

＜職員数・職種・年齢構成等＞

（単位：人）

経営
企画係

施設
管理係

料金係
水道

工務係
下水道
工務係

事務職 事務職 事務職 技師職 技師職 事務職 技師職 事務職 技師職

2 1 1

1 2 1 1

1

1 1 3 2 1

2 2 3 6計 3 2

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

職 員 数
上下水道課　28人（課長　1人、経営企画係　5人、施設管理係　5人、料金係　6人、水道工務係　5人、下水道工務係　6人）
安心院支所産業建設課　上下水道係　6人　、　院内支所産業建設課　上下水道係　4人
うち下水道事業職員給与費予算措置職員数　18人

51～60才

事 業 運 営 組 織

31～40才

41～50才

～30才

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

公共：公衆浴場については、広く市民の利用があることと、公衆衛生の機能を考慮し、従量料金（1㎥につき33円）のみで構成
特環：公衆浴場については、広く市民の利用があることと、公衆衛生の機能を考慮し、従量料金（1㎥につき33円）のみで構成
農排：（下城井、矢部）地区集会所・公園等：基本料金　　（深見）公衆浴場：2部使用料制（基本料金+従量使用料）
         （山城、御沓）地区集会所：規模（戸数）別の基本料金（3段階）

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

本市下水道事業の料金体系は以下のとおり設定しており、現在、資産維持費に基づく算定をしていない。
公共　　　　　　　　　  ：2部使用料制(基本料金+従量累進料金（5段階））
特環、農排（深見）   ：2部使用料制（基本料金+従量使用料）
農排　　　　　　　　　　 ：2部使用料制（基本料金+世帯員割）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

公共        ：一般家庭用と同じ
特環        ：一般家庭用と同じ
農排        ：（下城井、矢部）　：処理対象人員別の基本料金（7段階）　　（深見）2部使用料制（基本料金+従量使用料）
                 （山城、御沓）　　：処理対象人員別の基本料金（10段階）

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

本市は平成 28 年４月に水道事業・下水道事業の組織統合を行い、その後も効率的な業務の遂行に向けて
組織構成・事務分掌の見直しを行ってきた。また、組織構成の見直しと合わせ、継続的に職員定員の適正化
に努めてきた。今後も、現行組織体制・定員の下で業務にあたり、業務の効率化・民間委託等の活用等を通
じてさらに効率的な組織運営の実現を目指すこととする。

安）上下水道係 院）上下水道係



（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

未実施

未実施

 イ　指定管理者制度

処理区域内人口の予測

　汚水処理普及率向上のため大分県生活排水処理構想に基づき、処理場の新設及び処理区域拡大事業を実施しているため、これに伴
い、企業債残高が増加傾向にある。施設の老朽化や人口減少等、下水道事業として対処する問題は多々ある。今後も、様々な観点から調
査研究を行い、将来に向けて取り組んでいく。

　処理場の保守点検業務については民間委託を行っている。

　処理区域内人口予測の推計にあたっては、人口の減少については国立社会保障・人口問題研究所(以下「社人研」)を根拠として総合計
画に基づいた下水道整備事業の実施状況を採用し、推計を図った。

未実施

未実施
資 産 活 用 の 状 況

民 間 活 用 の 状 況

農排

農排
農排

農排
農排

農排
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（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

有収水量の予測
　有収水量については大幅な増減はないが、今後は公共下水道整備区域の拡大に伴い有収水量が増加することが見込まれる。年間有収
水量の予測値は、令和元年度決算の有収水量/1人当たり×処理区域内人口(中位予測値) を採用して算出した。
　　令和元年度一人あたり有収水量＝（総計）2,057,642㎥/処理区域内人口（中位、公共+特環+農排）22,477人＝91.5...㎥/人
　　令和７年公共下水道計算例・・・・・・91.5...㎥×19,922人＝1,823,746㎥

使用料収入の見通し

　
　処理区域内人口および接続人口が減少傾向にあり、使用料収入も減少していくことが予想され、使用料金の見直しは避けられない喫緊の
課題となっている。

施設の見通し

　既存施設については、供用開始から１５年以上が経過しているものの、処理施設や管渠については法定耐用年数はそれぞれ、50年とされ
ているため、更新は直近の課題とはなっていない。
　ただし、ポンプ類、ブロワ類及び計器類については、対象年数が10年から20年であり、耐用年数を経過した設備もあることから、適正な管
理や早期の修繕により可能な限り耐用年数を伸ばすことで、設備投資の増加を抑制している。
　また、公共下水道と統合することにより効率的な維持管理に寄与する施設については、地域住民の意見を聴きながら公共下水道への統
合を検討し処理施設の集約化を図る必要がある。
　今後も効率的な経営の観点から経費の平準化と維持管理費の減少に向けて、計画的に適切な管理を実施する。

組織の見通し

　平成28年度に生活排水課と水道課を上下水道課として統一した。また、令和２年４月からの地方公営企業法の一部適用に向け令和元年
度に経営企画係を新設し、経営基盤の強化のため、経営の健全性や計画性・透明性の向上に努める。今後は現状を維持する形で組織は
推移するものと考えている。

　下水道は浸水の防除や河川の水質保全に寄与し、市民が住みやすく快適な生活環境の向上に必要不可欠な施設である。しかし、人口
減少や節水機器の普及により下水道使用料の減少が予測される中、未普及地域の整備や施設の老朽化による更新費用の増加により今後
の経営は厳しくなると予想されるため、次に掲げる経営理念と、その実現を目指すため4つの基本方針を定める。

経営理念：「健全な経営のもと、安全・安心で安定的な下水道サービスの提供」を目指す。

基本方針：「経営の効率化・健全化」
　　　　　　 「公共下水道の普及促進」
　　　　　　 「将来を見据えた更新と適切な維持管理」
　　　　　　 「施設の統廃合及び民間委託の継続」



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

 特環及び農排処理区について新たな整備は行わないが、老朽化対策や災害・安全対策など不可欠な投資
として、機能強化工事を行う予定。なお、機能強化工事については、建設改良費の平準化を考慮した投資計
画とする。
 また、処理区拡大に向け新処理場の建設及び区域拡大事業の完成を目指している。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

目 標

　民間事業者の活用については、十分な経営基盤、能力はもとより、地域についての知
見と理解等を有する民間事業者の確保が困難であることから、他の自治体での導入事
例を注視しつつ、引き続き研究に努める。

　日常的維持管理による老朽化施設の延命化に加えて、計画的維持管理により事業費
が一定期間に集中しないよう調整し投資事業費の平準化を図る。

　令和４年度を目標に下城井処理施設を公共下水道処理施設へ統合することを目指
す。また、構想等計画に基づき処理施設の老朽化に伴う更新を踏まえながら、他施設の
統合も検討する。

広域化・共同化・最適化に関する事項

　下水道未普及地域の整備は、投資可能額等を考慮し、整備することを目標に事業を進める。
しかし、整備完了には時間を要することから、今後の人口の推移や意向調査の実施及び投資効果の検討を行いながら計画的な事業推進
に努めていく。公共下水道計画区域に隣接する農業集落排水施設は、公共下水道への接続を行い、スケールメリットによる効率的な汚水
処理事業とする。既存施設については、長寿命化を図るため、定期的な点検と適切な補修を行う。
　短期間に施設更新等を行うことは、財政的に困難であり、適切な維持管理を行うことで更なる延命化を図るとともに、今後は、新規整備から
維持管理、改築までのライフサイクルコストを把握し、ストックマネジメント計画を策定することにより、施設の実態に合わせた更新を実施す
る。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

　【人口・水需要・料金収入の見通し】
　　　将来の減少傾向にある人口推計予測、未普及地区拡張による接続人口の増をもとに、今後10年間の処理区域内人口・有収水量を算
　　定し、料金収入を予測している。その結果、人口減少及び1人当たりの使用水量の減少が予測されるため、今後は、適切な時期に料金
　　改定を検討する。

　【資金の見通し】
　　令和2年度より地方公営企業法を一部適用したが、自己資金を確保できていない状況にある。
　　したがって、収支計画においては、企業会計への移行当初の資金不足を出資金等で補填し安定した事業運営を目指す。
　【繰入金・企業債の見通し】
　　投資財源として、補助金、繰入金、企業債発行（資本費平準化債）など均衡を取りながら計画している。
　【資産の有効活用】
　　土地・施設等の有効活用については見込んでいない。

　【人件費】、【物件費等】
　　物価上昇は見込まず、現在の水準で推移するものと見込んでいる。

　【修繕費】
　　修繕計画を策定し計画的な修繕を行うとともに緊急的な修繕に備えた金額を加算している。

　【動力費】
　　見込みを立てることが難しいことから、過去の実績近似値を推移するものとする。

　【委託費】
　　現在行っている民間委託を今後も継続する。

目 標

ア、超長期的な目線に立ち、使用料収入の減少を想定し、料金制度の見直しについて検討を重ねる。
イ、令和2年4月から一部適用し、企業会計移行した時点で所有している現金額が大きくないため、起債を活
用し、令和6年から7年を目標にキャッシュフローの黒字化を目指す。



②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　現状の水準を維持。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

当経営戦略は、現在検討を進めている各種取り組みによって計画変更となる要素が存在する。
以上を踏まえて、更新・評価時期を下記のとおり設定する。

　経営戦略Ⅰ期　令和　３～　６年度
　経営戦略Ⅱ期　令和　７～１２年度
　経営戦略Ⅲ期　以降、毎年３年を目途に更新

なお、評価方法に当たっては、①下水道使用料　②企業債残高　③支払利息　④減価償却および
長期前受金収益化額　➄現預金（キャッシュフロー）　⑥施設更新予定額　に特に着目することと
し、
原則、別紙評価用のデータシートを用いて評価する。

修繕費に関する事項
　処理施設、マンホールポンプ施設の予防修繕を計画的に実施し、突発的に発生する
事故や故障を未然に防止し施設の延命化を図ることにより、維持管理費の縮減に努め
る。

委託費に関する事項 　現状の水準を維持。

その他の取組

職員給与費に関する事項 　該当なし。

動力費に関する事項 　現状の水準を維持。

　近年、災害の規模・頻度が高まっており、災害対策の必要性が高まっている。
災害対策備品、事前体制整備などソフト・ハードの両面から必要と想定される対策を行っ
ていく。

薬品費に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

現在行っている民間委託については継続していく。PFIやPPPは、今後の研究課題とす
る。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
　建設改良事業の実施に当たっては、国の補助事業の活用や地方債の発行により、適
切な財源確保を行う。また、効率的かつ計画的な事業の実施により、企業債の新規借入
額と償還額のバランスを考慮し企業債残高を削減する。

その他の取組

使用料の見直しに関する事項

　該当なし。

該当なし。

適正原価に相応できる使用料金として、施設の更新等に再投資する費用を試算維持費
として使用料に参入した料金改定を検討する。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 R2

区　　　　　　分 （決算見込）

１． (A) 312,769 312,482 312,482 312,482 316,482 320,482 321,482 322,482 323,482 324,482
(1) 312,719 312,432 312,432 312,432 316,432 320,432 321,432 322,432 323,432 324,432

259,697 260,000 261,000 262,000 267,000 272,000 274,000 276,000 278,000 280,000
35,590 35,500 35,000 34,500 34,000 33,500 33,000 32,500 32,000 31,500
17,432 16,932 16,432 15,932 15,432 14,932 14,432 13,932 13,432 12,932

(2) (B) 0
(3) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

２． 630,090 626,164 635,427 670,632 682,953 696,965 699,803 715,338 723,340 738,939
(1) 305,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
300,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000

(2) 325,090 301,164 310,427 345,632 357,953 371,965 374,803 390,338 398,340 413,939
(3)

(C) 942,859 938,646 947,909 983,114 999,435 1,017,447 1,021,285 1,037,820 1,046,822 1,063,421
１． 939,119 858,079 834,511 920,602 924,638 933,885 940,672 949,931 964,421 975,936
(1) 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

(2) 204,425 204,425 204,425 224,425 224,425 224,425 224,425 224,425 224,425 224,425
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
8,425 8,425 8,425 8,425 8,425 8,425 8,425 8,425 8,425 8,425

0
160,000 160,000 160,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

(3) 677,694 596,654 573,086 639,177 643,213 652,460 659,247 668,506 682,996 694,511
公共 363,432 357,208 343,098 382,666 385,082 390,618 394,682 400,225 408,900 415,794
農集 168,249 165,580 159,040 177,381 178,501 181,067 182,950 185,520 189,541 192,737
特環 146,013 73,866 70,948 79,130 79,630 80,775 81,615 82,761 84,555 85,981

２． 100,757 93,693 87,299 81,650 75,301 70,475 66,942 64,609 63,168 62,364
(1) 100,757 93,693 87,299 81,650 75,301 70,475 66,942 64,609 63,168 62,364
(2)

(D) 1,039,876 951,772 921,810 1,002,252 999,939 1,004,360 1,007,614 1,014,540 1,027,589 1,038,300
(E) △ 97,017 △ 13,126 26,099 △ 19,138 △ 504 13,087 13,671 23,280 19,233 25,121
(F) 500 500 500 500 500 500 500 500 500
(G) 23,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
(H) △ 23,000 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500 △ 500

△ 120,017 △ 13,626 25,599 △ 19,638 △ 1,004 12,587 13,171 22,780 18,733 24,621
(I) △ 120,017 △ 133,643 △ 108,044 △ 127,682 △ 128,686 △ 116,099 △ 102,928 △ 80,148 △ 61,415 △ 36,794
(J) 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000

57,873 58,373 58,873 59,373 59,873 60,373 60,873 61,373 61,873 62,373
(K) 803,865 765,882 770,851 744,449 725,000 675,001 645,000 625,000 645,000 625,000

778,865 740,882 745,851 719,449 700,000 650,001 620,000 600,000 620,000 600,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 312,769 312,482 312,482 312,482 316,482 320,482 321,482 322,482 323,482 324,482

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

公共
農集
特環

R3 R8 R9 R10 R11R4 R5 R6 R7

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） △ 11.3△ 38.4 △ 42.8 △ 34.6 △ 40.9 △ 40.7 △ 36.2 △ 32.0 △ 24.9 △ 19.0

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22 条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 R2

区　　　　　分 （決算見込）

１． 413,600 500,000 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 450,000 440,000 430,000 420,000 410,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

４．

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 470,000 450,000 450,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 1,333,600 1,390,000 1,380,000 920,000 910,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

(B)

(C) 1,333,600 1,390,000 1,380,000 920,000 910,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

１． 985,000 950,000 950,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

49,834 49,834 49,834 49,834 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

２． 792,302 778,865 740,882 745,851 719,449 700,000 650,001 620,000 600,000 620,000

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５．

(D) 1,777,302 1,728,865 1,690,882 1,245,851 1,219,449 1,200,000 1,150,001 1,120,000 1,100,000 1,120,000

(E) 443,702 338,865 310,882 325,851 309,449 300,000 250,001 220,000 200,000 220,000

１． 372,604 310,490 277,659 308,545 300,260 295,495 299,444 293,168 299,656 295,572

２．

３．

４． 85,015 81,833 81,833 40,924 41,364 41,364 41,364 41,364 41,364 41,364

(F) 457,619 392,323 359,492 349,469 341,624 336,859 340,808 334,532 341,020 336,936

△ 13,917 △ 53,458 △ 48,610 △ 23,618 △ 32,175 △ 36,859 △ 90,807 △ 114,532 △ 141,020 △ 116,936

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) 8,151,586 7,872,721 7,631,839 7,185,988 6,766,539 6,366,539 6,016,538 5,696,538 5,396,538 5,076,538

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区　　　　　分

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R11

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

R3 R4 R5 R6 R7

計

そ の 他

R8 R9 R10

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

本年度


